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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアネットワーク装置が、移動局から、Ａｔｔａｃｈ要求信号又は位置登録要求信号を
受信すると、該移動局に対して該移動局用のベアラをコアネットワーク内で常時設定して
おく常時接続状態を許容するべきか否かについて判定する工程Ａと、
　前記コアネットワーク装置が、前記移動局に対して、Ａｔｔａｃｈ応答信号又は位置登
録応答信号によって、前記判定結果を示す常時接続情報を送信する工程Ｂとを有すること
を特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記移動局が、前記常時接続情報に基づいて、コアネットワーク内で該移動局用のベア
ラを設定するか否かについて判定する工程と、
　前記移動局が、前記ベアラを設定するべきであると判定した場合に、該ベアラの設定処
理を開始する工程とを有することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。　
【請求項３】
　前記工程Ａにおいて、前記コアネットワーク装置は、前記移動局の種別、該移動局の加
入者情報、ネットワークの混雑状況、前記ベアラの接続先情報、該移動局に対応するＱｏ
Ｓ情報、規制情報、該移動局の通信実績、該移動局のホームネットワークのポリシー、該
移動局の在圏ネットワークのポリシー、所定無線通信サービスの提供の有無の少なくとも
１つに基づいて、該移動局に対して前記常時接続状態を許容するべきか否かについて判定
することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
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【請求項４】
　前記工程Ａにおいて、前記コアネットワーク装置は、全ての移動局に対して前記常時接
続状態を許容するべきか否かについて判定することを特徴とする請求項１に記載の移動通
信方法。
【請求項５】
　コアネットワーク装置であって、
　移動局から、Ａｔｔａｃｈ要求信号又は位置登録要求信号を受信すると、該移動局に対
して該移動局用のベアラをコアネットワーク内で常時設定しておく常時接続状態を許容す
るべきか否かについて判定するように構成されており、
　前記移動局に対して、Ａｔｔａｃｈ応答信号又は位置登録応答信号によって、前記判定
結果を示す常時接続情報を送信するように構成されていることを特徴とするコアネットワ
ーク装置。
【請求項６】
　前記移動局の種別、該移動局の加入者情報、ネットワークの混雑状況、前記ベアラの接
続先情報、該移動局に対応するＱｏＳ情報、規制情報、該移動局の通信実績、該移動局の
ホームネットワークのポリシー、該移動局の在圏ネットワークのポリシー、所定無線通信
サービスの提供の有無の少なくとも１つに基づいて、該移動局に対して前記常時接続状態
を許容するべきか否かについて判定するように構成されていることを特徴とする請求項５
に記載のコアネットワーク装置。
【請求項７】
　全ての移動局に対して前記常時接続状態を許容するべきか否かについて判定するように
構成されていることを特徴とする請求項５に記載のコアネットワーク装置。
【請求項８】
　移動局であって、
　コアネットワーク装置から、前記移動局用のベアラをコアネットワーク内で常時設定し
ておく常時接続状態を許容するべきか否かについて示す常時接続情報を受信するように構
成されており、
　前記常時接続情報に基づいて、コアネットワーク内で該移動局用のベアラを設定すべき
か否かについて判定するように構成されており、
　前記ベアラを設定すべきであると判定した場合に、該ベアラの設定処理を開始するよう
に構成されていることを特徴とする移動局。
【請求項９】
　前記ベアラを設定すべきでないと判定した場合で、かつ、コアネットワーク内で該ベア
ラが既に設定されている場合、該ベアラの解放処理を開始するように構成されていること
を特徴とする請求項８に記載の移動局。
【請求項１０】
　前記常時接続情報に加えて、前記移動局の設定情報、該移動局の在圏ネットワークにお
ける無線状況、該移動局のホームネットワークのポリシー、ＵＳＩＭに格納されている情
報の少なくとも１つに基づいて、コアネットワーク内で該移動局用のベアラを設定すべき
か否かについて判定するように構成されていることを特徴とする請求項８に記載の移動局
。
【請求項１１】
　コアネットワーク装置が、移動局から、Ａｔｔａｃｈ要求信号又は位置登録要求信号を
受信すると、その旨を加入者管理サーバに対して通知する工程Ａと、
　前記加入者管理サーバが、該移動局に対して該移動局用のベアラをコアネットワーク内
で常時設定しておく常時接続状態を許容するべきか否かについて判定する工程Ｂと、
　前記加入者管理サーバが、前記コアネットワーク装置に対して、前記工程Ｂにおける判
定結果を示す常時接続許容情報を送信する工程Ｃと、
　前記コアネットワーク装置が、前記常時接続許容情報に基づいて、前記移動局に対して
前記常時接続状態を許容するべきか否かについて判定する工程Ｄと、
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　前記コアネットワーク装置が、前記移動局に対して、Ａｔｔａｃｈ応答信号又は位置登
録応答信号によって、前記工程Ｄにおける判定結果を示す常時接続情報を送信する工程Ｅ
とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項１２】
　前記移動局が、前記常時接続情報に基づいて、コアネットワーク内で該移動局用のベア
ラを設定するか否かについて判定する工程と、
　前記移動局が、前記ベアラを設定するべきであると判定した場合に、該ベアラの設定処
理を開始する工程とを有することを特徴とする請求項１１に記載の移動通信方法。
【請求項１３】
　前記工程Ｄにおいて、前記コアネットワーク装置は、前記常時接続許容情報に加えて、
前記移動局の種別、該移動局の加入者情報、ネットワークの混雑状況、前記ベアラの接続
先情報、該移動局に対応するＱｏＳ情報、規制情報、該移動局の通信実績、該移動局のホ
ームネットワークのポリシー、該移動局の在圏ネットワークのポリシー、所定無線通信サ
ービスの提供の有無の少なくとも１つに基づいて、該移動局に対して前記常時接続状態を
許容するべきか否かについて判定することを特徴とする請求項１１に記載の移動通信方法
。
【請求項１４】
　前記工程Ｄにおいて、前記コアネットワーク装置は、全ての移動局に対して前記常時接
続状態を許容するべきか否かについて判定することを特徴とする請求項１１に記載の移動
通信方法。
【請求項１５】
　コアネットワーク装置であって、
　移動局から、Ａｔｔａｃｈ要求信号又は位置登録要求信号を受信すると、その旨を加入
者管理サーバに対して通知するように構成されており、
　加入者管理サーバから、該移動局に対して該移動局用のベアラをコアネットワーク内で
常時設定しておく常時接続状態を許容するべきか否かについての判定結果を示す常時接続
許容情報を受信し、該常時接続許容情報に基づいて、前記移動局に対して前記常時接続状
態を許容するべきか否かについて判定するように構成されており、
　前記移動局に対して、Ａｔｔａｃｈ応答信号又は位置登録応答信号によって、前記コア
ネットワーク装置における判定結果を示す常時接続情報を送信するように構成されている
ことを特徴とするコアネットワーク装置。
【請求項１６】
　前記常時接続許容情報に加えて、前記移動局の種別、該移動局の加入者情報、ネットワ
ークの混雑状況、前記ベアラの接続先情報、該移動局に対応するＱｏＳ情報、規制情報、
該移動局の通信実績、該移動局のホームネットワークのポリシー、該移動局の在圏ネット
ワークのポリシー、所定無線通信サービスの提供の有無の少なくとも１つに基づいて、該
移動局に対して前記常時接続状態を許容するべきか否かについて判定するように構成され
ていることを特徴とする請求項１５に記載のコアネットワーク装置。
【請求項１７】
　全ての移動局に対して前記常時接続状態を許容するべきか否かについて判定するように
構成されていることを特徴とする請求項１５に記載のコアネットワーク装置。
【請求項１８】
　加入者管理サーバが、移動局に対して該移動局用のベアラをコアネットワーク内で常時
設定しておく常時接続状態を許容するべきか否かについての判定結果が変更になった場合
、コアネットワーク装置に対して、その旨を示す常時接続許容情報を送信する工程Ａと、
　前記コアネットワーク装置が、前記常時接続許容情報に基づいて、前記移動局に対して
前記常時接続状態を許容するべきか否かについて判定する工程Ｂと、
　前記コアネットワーク装置が、前記移動局に対して前記常時接続状態を許容するべきで
ないと判定した場合、前記コアネットワーク内の該移動局用のベアラを解放する工程Ｃと
を有することを特徴とする移動通信方法。
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【請求項１９】
　前記コアネットワーク装置が、前記移動局に対して、ベアラ切断信号によって、前記工
程Ｂにおける判定結果を示す常時接続情報を送信する工程と有することを特徴とする請求
項１８に記載の移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及びコアネットワーク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰでは、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）ネットワーク及びＥＰＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）ネットワ
ークにおいて、ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ　ＥＤＧＥ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）/ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）方式に対応可能なＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、移
動局）は、Ａｔｔａｃｈ処理と同時に、「ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」の設定処理を開始し
て、送信すべきパケットの有無に関係なく、「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ
状態）」となることが可能である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.０６０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.４０１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の方式では、ネットワークオペレータが、ＵＥに対して、「常時接
続状態」になるべきか否かについて指示することができない。
【０００５】
　したがって、第１に、ＵＥが、常時接続状態になるように設定されている場合、ネット
ワークオペレータのポリシーに関係なく、ＵＥが、常時接続状態になるため、ネットワー
ク負荷が増大するという問題点があった。
【０００６】
　以下、図７を参照して、かかる問題点について具体的に説明する。
【０００７】
　図７に示すように、ステップ１において、ＵＥが、ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）を介して、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐ
ｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）に対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、ＳＧＳＮが
、ＲＮＣを介して、ＵＥに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信する。
【０００８】
　ＵＥは、ステップ２において、送信すべきパケットの有無に関係なく、「ＰＤＰ　Ｃｏ
ｎｔｅｘｔ」の設定処理を開始することを決定し、ステップ３において、ＲＮＣを介して
、ＳＧＳＮに対して、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
を送信する。
【０００９】
　ステップ３ａ/３ｂにおいて、コアネットワーク内で、ＵＥ用のベアラが設定される。
　ステップ４において、ＳＧＳＮは、ＲＮＣを介して、ＵＥに対して、「Ａｃｔｉｖａｔ
ｅ　ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信する。
【００１０】
　ステップ５において、ＵＥは、無線アクセスネットワーク内で、ＵＥ用の無線ベアラを
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解放する。
【００１１】
　ここで、ステップ３ａ/３ｂにおいて、上述のＵＥ用のベアラは、ネットワークオペレ
ータのポリシーに関係なく設定されて不必要に保持されるため、ネットワーク負荷が増大
してしまう。
【００１２】
　また、第２に、Ｅ-ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）方式に対応可能であり、かつ
、常時接続状態にならないように設定されているＵＥが、待ち受けを行う無線アクセスネ
ットワークをＵＴＲＡＮからＥ-ＵＴＲＡＮに切り替えた場合、ＵＥによって送信された
「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ（ＴＡ）　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が拒絶されて
しまい、ＵＥが、再度、Ａｔｔａｃｈを実施しなければならず、ネットワーク負荷が増大
する、また、ＵＥに対して一時的にサービス提供不可になるという問題点があった。
【００１３】
　以下、図８を参照して、かかる問題点について具体的に説明する。
【００１４】
　図８に示すように、ステップ１において、ＵＥが、ＲＮＣを介して、ＳＧＳＮに対して
、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、ステップ２において、ＳＧＳＮが、ＲＮ
Ｃを介して、ＵＥに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信する。
【００１５】
　ステップ３において、ＵＥは、「ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」の設定処理を開始しないこ
とを決定する。
【００１６】
　ＵＥは、ステップＳ４において、待ち受けを行う無線アクセスネットワークをＵＴＲＡ
ＮからＥ-ＵＴＲＡＮに切り替え、ステップ５において、ｅＮＢを介して、ＭＭＥ（Ｍｏ
ｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）に対して、「ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００１７】
　ステップ６において、ＭＭＥは、ＵＥ用の「ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ（ＥＰＳベアラ）
」を管理していないため、受信した「ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を拒絶し、
ｅＮＢを介して、ＵＥに対して、「ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信する。
【００１８】
　ステップ７において、ＵＥは、Ａｔｔａｃｈ処理を開始する。
【００１９】
　したがって、ネットワーク負荷が増大する。また、一度、ＵＥは、Ｄｅｔｔａｃｈ状態
となるため、通信ができない状況が発生する。
【００２０】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ネットワーク側から、移
動局に対して常時接続状態を許容するか否かについて指示することによってネットワーク
負荷の増大を回避することができ、かつ、通信が一時的に不可となる事象を回避すること
ができる移動通信方法及びコアネットワーク装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、コアネットワーク装置が、移動局から
、Ａｔｔａｃｈ要求信号又は位置登録要求信号を受信すると、該移動局に対して、該移動
局用のベアラをコアネットワーク内で常時設定しておく常時接続状態を許容するべきか否
かについて判定する工程Ａと、前記コアネットワーク装置が、前記移動局に対して、Ａｔ
ｔａｃｈ応答信号又は位置登録応答信号によって、前記判定結果を示す常時接続情報を送
信する工程Ｂとを有することを要旨とする。
【００２２】
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　本発明の第２の特徴は、コアネットワーク装置であって、移動局から、Ａｔｔａｃｈ要
求信号又は位置登録要求信号を受信すると、該移動局に対して、該移動局用のベアラをコ
アネットワーク内で常時設定しておく常時接続状態を許容するべきか否かについて判定す
るように構成されており、前記移動局に対して、Ａｔｔａｃｈ応答信号又は位置登録応答
信号によって、前記判定結果を示す常時接続情報を送信するように構成されていることを
要旨とする。
【００２３】
　本発明の第３の特徴は、移動局であって、コアネットワーク装置から、前記移動局用の
ベアラをコアネットワーク内で常時設定しておく常時接続状態となるべきか否か（或いは
、常時接続状態となってもよいか否か）について示す常時接続情報を受信するように構成
されており、前記常時接続情報に基づいて、コアネットワーク内で該移動局用のベアラを
設定すべきか否かについて判定するように構成されており、前記ベアラを設定すべきであ
ると判定した場合に、該ベアラの設定処理を開始するように構成されていることを要旨と
する。
【００２４】
　本発明の第４の特徴は、移動通信方法であって、コアネットワーク装置が、移動局から
、Ａｔｔａｃｈ要求信号又は位置登録要求信号を受信すると、その旨を加入者管理サーバ
に対して通知する工程Ａと、前記加入者管理サーバが、該移動局に対して該移動局用のベ
アラをコアネットワーク内で常時設定しておく常時接続状態を許容するべきか否かについ
て判定する工程Ｂと、前記加入者管理サーバが、前記コアネットワーク装置に対して、前
記工程Ｂにおける判定結果を示す常時接続許容情報を送信する工程Ｃと、前記コアネット
ワーク装置が、前記常時接続許容情報に基づいて、前記移動局に対して前記常時接続状態
を許容するべきか否かについて判定する工程Ｄと、前記コアネットワーク装置が、前記移
動局に対して、Ａｔｔａｃｈ応答信号又は位置登録応答信号によって、前記工程Ｄにおけ
る判定結果を示す常時接続情報を送信する工程Ｅとを有することを要旨とする。
【００２５】
　本発明の第５の特徴は、コアネットワーク装置であって、移動局から、Ａｔｔａｃｈ要
求信号又は位置登録要求信号を受信すると、その旨を加入者管理サーバに対して通知する
ように構成されており、加入者管理サーバから、該移動局に対して該移動局用のベアラを
コアネットワーク内で常時設定しておく常時接続状態を許容するべきか否かについての判
定結果を示す常時接続許容情報を受信し、該常時接続許容情報に基づいて、前記移動局に
対して前記常時接続状態を許容するべきか否かについて判定するように構成されており、
前記移動局に対して、Ａｔｔａｃｈ応答信号又は位置登録応答信号によって、前記コアネ
ットワーク装置における判定結果を示す常時接続情報を送信するように構成されているこ
とを要旨とする。
【００２６】
　本発明の第６の特徴は、移動通信方法であって、加入者管理サーバが、移動局に対して
該移動局用のベアラをコアネットワーク内で常時設定しておく常時接続状態を許容するべ
きか否かについての判定結果が変更になった場合、コアネットワーク装置に対して、その
旨を示す常時接続許容情報を送信する工程Ａと、前記コアネットワーク装置が、前記常時
接続許容情報に基づいて、前記移動局に対して前記常時接続状態を許容するべきか否かに
ついて判定する工程Ｂと、前記コアネットワーク装置が、前記移動局に対して前記常時接
続状態を許容するべきでないと判定した場合、前記コアネットワーク内の該移動局用のベ
アラを解放する工程Ｃとを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００２７】
　以上説明したように、本発明によれば、ネットワーク側から、移動局に対して常時接続
状態を許容するか否かについて指示することによってネットワーク負荷の増大を回避する
ことができ、かつ、通信が一時的に不可となる事象を回避することができる移動通信方法
及びコアネットワーク装置を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図５】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図６】本発明の変更例２に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図７】従来の移動通信システムの動作について説明するための図である。
【図８】従来の移動通信システムの動作について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説明
する。
【００３０】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ＨＳＳ（Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ）と、ＧＧＳＮ（Ｇａｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏ
ｒｔ　Ｎｏｄｅ）と、ＳＧＳＮと、ＲＮＣと、ＮｏｄｅＢ（図示せず）と、Ｐ-ＧＷ（Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ）と、Ｓ-ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎ
ｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）と、ＭＭＥと、ｅＮＢとを具備している。
【００３１】
　ここで、ＵＥのホームネットワーク内には、ＨＳＳとＧＧＳＮとＰ-ＧＷとが設けられ
ており、ＵＥの在圏ネットワーク内には、ＳＧＳＮとＲＮＣとＭＭＥとＳ-ＧＷとｅＮＢ
とが設けられている。なお、ＧＧＳＮ及びＰ-ＧＷについては、在圏網にあってもよい。
【００３２】
　以下、図２乃至図４を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説
明する。
【００３３】
　第１に、図２を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、ＵＥは、ＵＴ
ＲＡＮにおけるＡｔｔａｃｈ処理を行う場合、或いは、無線アクセスネットワークの切り
替えを伴わないＵＴＲＡＮにおける位置登録処理を行う場合の動作について説明する。
【００３４】
　図２に示すように、ステップＳ１００１において、ＵＥは、ＲＮＣを介して、ＳＧＳＮ
に対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を送信する。
【００３５】
　ステップＳ１００２において、ＳＧＳＮは、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅ
ｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否か（或いは、指示された状態に遷移すべきか
否か）について判定し、かかる判定結果を含む常時接続情報を生成する。ＵＥは、かかる
常時接続情報に基づいて、「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」となるべ
きか否かについて判定する。
【００３６】
　なお、「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」は、ＵＥ用のベアラをコア
ネットワーク内で常時設定しておく状態を示す。
【００３７】
　ここで、ＳＧＳＮは、ＵＥの種別（ＩＭＥＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉ
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ｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）/ＩＭＥＩＳＶ（Ｉｎ
ｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｖｅｒｓｉｏｎ）等）、ＵＥの加入者情報（契約情報等
）、ネットワーク（無線アクセスネットワーク/コアネットワーク）の混雑状況、ベアラ
の接続先（ＡＰＮ：Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ　Ｎａｍｅ）情報、ＵＥに対応するＱｏＳ
（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）情報、規制情報（Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｌａｓｓ
　Ｂａｒｒｉｎｇ）、ＵＥの通信実績、ＵＥのホームネットワークのポリシー、ＵＥの在
圏ネットワークのポリシー、ＬＴＥ方式の無線通信サービス（所定無線通信サービス）の
提供の有無の少なくとも１つに基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖ
ａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定してもよい。
【００３８】
　また、ＳＧＳＮは、上述の情報に関係なく、全てのＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒ
ｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定してもよい。
【００３９】
　また、ＳＧＳＮの代わりに、ＨＳＳは、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖ
ａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定してもよい。
【００４０】
　ステップＳ１００３において、ＳＧＳＮは、ＲＮＣを介して、ＵＥに対して、上述の判
定結果を示す常時接続情報を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａ
ｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信する。
【００４１】
　例えば、常時接続情報は、「ＯＮ」又は「ＯＦＦ」を指示する情報であってもよいし、
「ＯＦＦ」を指示する情報であってもよいし、「ＯＮ」を指示する情報であってもよい。
【００４２】
　ステップＳ１００４において、ＵＥは、受信した常時接続情報に基づいて、コアネット
ワーク内でＵＥ用のベアラを設定すべきか否かについて、すなわち、「常時接続状態（Ｐ
ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」となるべきか否かについて判定する。
【００４３】
　なお、ＵＥは、受信した常時接続情報に加えて、ＵＥの設定情報、ＵＥの在圏ネットワ
ークにおける無線状況（例えば、利用可能な無線種別）、ＵＥのホームネットワークのポ
リシー、ＵＳＩＭに格納されている情報の少なくとも１つに基づいて、コアネットワーク
内でＵＥ用のベアラを設定すべきか否かについて、すなわち、「常時接続状態（Ｐｒｅｓ
ｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」となるべきか否かについて判定してもよい。
【００４４】
　例えば、常時接続情報が、「ＯＮ」を指示する場合、ＵＥは、コアネットワーク内でＵ
Ｅ用のベアラを設定すべきである、すなわち、「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏ
ｎ状態）」となるべきであると判定する。
【００４５】
　一方、常時接続情報が、「ＯＦＦ」を指示する場合、ＵＥは、コアネットワーク内でＵ
Ｅ用のベアラを設定すべきでない、すなわち、「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏ
ｎ状態）」となるべきでないと判定する。
【００４６】
　また、「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ/Ｔ
Ａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ」に、常時接続情報が含まれていない場合、ＵＥは、「
常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」となるべきであると判定してもよいし
、「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」となるべきでないと判定してもよ
い。
【００４７】
　ＵＥは、「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」となるべきであると判定
した場合、ステップＳ１００５において、ＲＮＣを介して、ＳＧＳＮに対して、「Ａｃｔ
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ｉｖａｔｅ　ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信することによって、コア
ネットワーク内におけるＵＥ用のベアラ（例えば、ＳＧＳＮとＳ-ＧＷとＰ-ＧＷとの間の
ベアラや、ＳＧＳＮとＧＧＳＮとの間のベアラ等）の設定処理を開始する。
【００４８】
　第２に、図３を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、ＵＥは、Ｅ-
ＵＴＲＡＮにおけるＡｔｔａｃｈ処理を行う場合、或いは、無線アクセスネットワークの
切り替えを伴わないＥ-ＵＴＲＡＮにおける位置登録処理を行う場合の動作について説明
する。
【００４９】
　図３に示すように、ステップＳ２００１において、ＵＥは、ｅＮＢを介して、ＭＭＥに
対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」又は「ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を送信する。
【００５０】
　ステップＳ２００２において、ＭＭＥは、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒ
ｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否か（或いは、指示された状態に遷移すべきか否
か）について判定し、かかる判定結果を含む常時接続情報を生成する。ＵＥは、かかる常
時接続情報に基づいて、「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」となるべき
か否かについて判定する。
【００５１】
　なお、「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」は、ＵＥ用のベアラをコア
ネットワーク内で常時設定しておく状態を示す。
【００５２】
　ここで、ＭＭＥは、ＵＥの種別（ＩＭＥＩ/ＩＭＥＩＳＶ等）、ＵＥの加入者情報（契
約情報等）、ネットワーク（無線アクセスネットワーク/コアネットワーク）の混雑状況
、ベアラの接続先（ＡＰＮ）情報、ＵＥに対応するＱｏＳ情報、規制情報（Ａｃｃｅｓｓ
　Ｃｌａｓｓ　Ｂａｒｒｉｎｇ）、ＵＥの通信実績、ＵＥのホームネットワークのポリシ
ー、ＵＥの在圏ネットワークのポリシー、ＬＴＥ方式の無線通信サービス（所定無線通信
サービス）の提供の有無の少なくとも１つに基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐ
ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定してもよい。
【００５３】
　また、ＭＭＥは、上述の情報に関係なく、全てのＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅ
ｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定してもよい。
【００５４】
　また、ＭＭＥの代わりに、ＨＳＳは、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａ
ｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定してもよい。
【００５５】
　ステップＳ２００３において、かかる判定結果に関係なく、コアネットワーク内におけ
るＵＥ用のベアラ（例えば、ＭＭＥとＳ-ＧＷとＰ-ＧＷとの間のベアラ等）が設定される
。
【００５６】
　ステップＳ２００４において、ＭＭＥは、ｅＮＢを介して、ＵＥに対して、上述の判定
結果を示す常時接続情報を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は「ＴＡ　Ｕｐｄａｔ
ｅ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信する。
【００５７】
　例えば、常時接続情報は、「ＯＮ」又は「ＯＦＦ」を指示する情報であってもよいし、
「ＯＦＦ」を指示する情報であってもよいし、「ＯＮ」を指示する情報であってもよい。
【００５８】
　ステップＳ２００５において、ＵＥは、受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は
「ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ」に含まれている常時接続情報を保持する。
【００５９】
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　ＵＥは、ＵＴＲＡＮ方式或いはＧＥＲＡＮ方式の無線アクセスネットワークへ切り替え
た場合に、上述の常時接続情報に基づいて、コアネットワーク内でＵＥ用のベアラを設定
すべきか否かについて判定し、かかる判定結果に基づいて、かかるベアラの設定、維持或
いは解放を行うように構成されていてもよい。
【００６０】
　第３に、図４を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、ＵＥは、無線
アクセスネットワークの切り替え（Ｅ-ＵＴＲＡＮ→ＵＴＲＡＮ）を伴う際のＵＴＲＡＮ
における位置登録処理を行う場合の動作について説明する。
【００６１】
　図４に示すように、ステップＳ３００１において、ＵＥは、ＲＮＣを介して、ＳＧＳＮ
に対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を送信する。
【００６２】
　ステップＳ３００２において、ＳＧＳＮは、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅ
ｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定する。
【００６３】
　ステップＳ３００３において、ＭＭＥから取得された「ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」に基
づいて、コアネットワーク内におけるＵＥ用のベアラ（例えば、ＭＭＥとＳ-ＧＷとＰ-Ｇ
Ｗとの間のベアラ等）の変更処理が行われる。
【００６４】
　ステップＳ３００４において、ＳＧＳＮは、ＲＮＣを介して、ＵＥに対して、上述の判
定結果を示す常時接続情報を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａ
ｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信する。
【００６５】
　ステップＳ３００５において、ＵＥは、受信した常時接続情報に基づいて、コアネット
ワーク内でＵＥ用のベアラを解放するか否かについて判定する。
【００６６】
　ＵＥは、コアネットワーク内でＵＥ用のベアラを解放するべきであると判定した場合、
ステップＳ３００６において、ＲＮＣを介して、ＳＧＳＮに対して、「Ｄｅａｃｔｉｖａ
ｔｅ　ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信することによって、コアネット
ワーク内におけるＵＥ用のベアラの解放処理を開始する。
【００６７】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、ネットワークオペレータのポリシー等に
基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容する
べきか判断することができるため、ネットワーク負荷の増大を回避することができる。
【００６８】
　また、本実施形態に係る移動通信システムによれば、ＵＥが待ち受けを行う無線アクセ
スネットワークを切り替えた際のＡｔｔａｃｈ処理を再度行うという自体を回避すること
ができる。
【００６９】
（変更例１）
　以下、図５を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００７０】
　図５に示すように、ステップＳ４００１において、ＵＥは、ＲＮＣ/ｅＮＢを介して、
ＳＧＳＮ/ＭＭＥに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」又は「ＲＡ（ＴＡ）　Ｕ
ｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００７１】
　ここで、ＳＧＳＮ/ＭＭＥとＨＳＳとの間で、Ｄｉａｍｅｔｅｒプロトコルが用いられ
ている場合、ステップＳ４００２Ａにおいて、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、ＨＳＳに対して、「
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Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を送信する。
【００７２】
　「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受信したＨＳＳは、ＵＥに対して「常時接続状
態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定する。
【００７３】
　ここで、ＨＳＳは、ＵＥの種別（ＩＭＥＩ/ＩＭＥＩＳＶ等）、ＵＥの加入者情報（契
約情報等）、ＵＥに対応するＱｏＳ情報、規制情報（Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｌａｓｓ　Ｂａｒ
ｒｉｎｇ）、ＵＥの通信実績、ＵＥのホームネットワークのポリシー、ＵＥの在圏ネット
ワークのポリシー、ＬＴＥ方式の無線通信サービス（所定無線通信サービス）の提供の有
無の少なくとも１つに基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏ
ｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定してもよい。
【００７４】
　ステップＳ４００２Ｂにおいて、ＨＳＳは、ＳＧＳＮ/ＭＭＥに対して、かかる判定結
果を示す常時接続許容情報を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を送信す
る。
【００７５】
　一方、ＳＧＳＮ/ＭＭＥとＨＳＳとの間で、ＭＡＰプロトコルが用いられている場合、
ステップＳ４００３Ａにおいて、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、ＨＳＳに対して、「Ｕｐｄａｔｅ
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を送信する。
【００７６】
　「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を受信したＨＳＳは、ＵＥに対して「常時接続状
態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定する。
【００７７】
　ここで、ＨＳＳは、ＵＥの種別（ＩＭＥＩ/ＩＭＥＩＳＶ等）、ＵＥの加入者情報（契
約情報等）、ＵＥに対応するＱｏＳ情報、規制情報（Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｌａｓｓ　Ｂａｒ
ｒｉｎｇ）、ＵＥの通信実績、ＵＥのホームネットワークのポリシー、ＵＥの在圏ネット
ワークのポリシー、ＬＴＥ方式の無線通信サービス（所定無線通信サービス）の提供の有
無の少なくとも１つに基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏ
ｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定してもよい。
【００７８】
　ステップＳ４００３Ｂにおいて、ＨＳＳは、ＳＧＳＮ/ＭＭＥに対して、かかる判定結
果を示す常時接続許容情報を含む「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」を
送信する。
【００７９】
　ステップＳ４００３Ｃにおいて、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、ＨＳＳに対して、「Ｉｎｓｅｒ
ｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ　Ａｃｋ」を送信し、ステップＳ４００３Ｄにおい
て、ＨＳＳは、ＳＧＳＮ/ＭＭＥに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ
」を送信する。
【００８０】
　ステップＳ４００４において、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐ
ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定し、かかる判定結果
を含む常時接続情報を生成する。
【００８１】
　ステップＳ４００５において、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、ＲＮＣ/ｅＮＢを介して、ＵＥに対
して、上述の判定結果を示す常時接続情報を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は「
ＲＡ（ＴＡ）　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信する。
【００８２】
　ステップＳ４００６において、ＵＥは、受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は
「ＲＡ（ＴＡ）　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ」に含まれている常時接続情報に基づいて
、コアネットワーク内でＵＥ用のベアラを設定すべきか否かについて判定し、ステップＳ
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４００７において、かかる判定結果に基づいて、かかるベアラの設定、維持或いは解放を
行うように構成されていてもよい。
【００８３】
（変更例２）
　以下、図６を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００８４】
　図６に示すように、ＵＥのホームネットワークのポリシーが変更になった場合、ＨＳＳ
は、かかる変更結果に基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏ
ｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定し、ステップＳ５００１において、ＳＧＳ
Ｎに対して、かかる判定結果を示す常時接続許容情報を含む「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃ
ｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」を送信する。
【００８５】
　ＳＧＳＮは、ステップＳ５００２において、ＨＳＳに対して、「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ　Ａｃｋ」を送信する。
【００８６】
　ここで、ＳＧＳＮは、ＨＳＳより受信した常時接続許容情報の変化に基づいて、「常時
接続状態」を「許容する」から「許容しない」へ変更すると判定した場合、ステップＳ５
００３において、ベアラ解放トリガを検出すると、ステップＳ５００４において、ＵＥ用
の無線ベアラに加えて、「３ＧＰＰ　ＴＳ２３.０６０　Ｓｅｃｔｉｏｎ９.２.４.２」に
規定されている「ＳＧＳＮ-Ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｄｅａｃｔ
ｉｖａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」を実施して、ＵＥ及びコアネットワーク内のＵＥ
用のベアラを解放する。
【００８７】
　かかる手順において、ＳＧＳＮは、ＨＳＳより受信した情報に基づいて、新たに判定し
た「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するか否かについての結果
を含む常時接続情報を生成し、かかる常時接続情報をＵＥに対して通知してもよい。
【００８８】
　具体的には、ＳＧＳＮは、「ＤＥＡＣＴＩＶＥ　ＰＤＰ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＲＥＱＵＥ
ＳＴ（ベアラ切断信号）」によって、ＵＥに対して、かかる常時接続情報を通知する。
【００８９】
　かかる場合、ＵＥは、受信した常時接続情報に基づいて、以降、常時接続を実施すべき
かを判断する。
【００９０】
　ここで、ベアラ解放トリガには、無線通信監視タイマの満了等が想定される。
【００９１】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００９２】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、ＳＧＳＮ/ＭＭＥ（コアネットワ
ーク装置）が、ＵＥ（移動局）から、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（Ａｔｔａｃｈ要
求信号）」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ（位置登録要求信号）」を受信すると、ＵＥに対してＵＥ用のベアラをコアネット
ワーク内で常時設定しておく「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容
するべきか否かについて判定する工程Ａと、ＳＧＳＮ/ＭＭＥが、ＵＥに対して、「Ａｔ
ｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ（Ａｔｔａｃｈ応答信号）」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃ
ｅｐｔ/ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ（位置登録応答信号）」によって、上述の判
定結果を示す常時接続情報を送信する工程Ｂとを有することを要旨とする。
【００９３】
　本実施形態の第１の特徴において、ＵＥが、受信した常時接続情報に基づいて、コアネ
ットワーク内でＵＥ用のベアラを設定するか否かについて判定する工程と、ＵＥが、かか
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るＵＥ用のベアラを設定するべきであると判定した場合に、かかるＵＥ用のベアラの設定
処理を開始する工程とを有してもよい。
【００９４】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ａにおいて、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、ＵＥの種別
、ＵＥの加入者情報、ネットワークの混雑状況、ベアラの接続先（ＡＰＮ）情報、ＵＥに
対応するＱｏＳ情報、規制情報（Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｌａｓｓ　Ｂａｒｒｉｎｇ）、ＵＥの
通信実績、ＵＥのホームネットワークのポリシー、ＵＥの在圏ネットワークのポリシー、
ＬＴＥ方式の無線通信サービス（所定無線通信サービス）の提供の有無の少なくとも１つ
に基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容す
るべきか否かについて判定してもよい。
【００９５】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ａにおいて、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、上述の情報
に関係なく、全てのＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を
許容するべきか否かについて判定してもよい。
【００９６】
　本実施形態の第２の特徴は、ＳＧＳＮ/ＭＭＥであって、ＵＥから、「Ａｔｔａｃｈ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」を受信すると、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ
状態）」を許容するべきか否かについて判定するように構成されており、ＵＥに対して、
「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ/ＴＡ　Ｕｐ
ｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ」によって、上述の判定結果を示す常時接続情報を送信するよう
に構成されていることを要旨とする。
【００９７】
　本実施形態の第２の特徴において、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、ＵＥの種別、ＵＥの加入者情
報、ネットワークの混雑状況、ベアラの接続先情報、ＵＥに対応するＱｏＳ情報、規制情
報、ＵＥの通信実績、ＵＥのホームネットワークのポリシー、ＵＥの在圏ネットワークの
ポリシー、ＬＴＥ方式の無線通信サービスの提供の有無の少なくとも１つに基づいて、Ｕ
Ｅに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かに
ついて判定するように構成されていてもよい。
【００９８】
　本実施形態の第２の特徴において、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、上述の情報に関係なく、全て
のＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否
かについて判定するように構成されていてもよい。
【００９９】
　本実施形態の第３の特徴は、ＵＥであって、ＳＧＳＮ/ＭＭＥから、常時接続情報を受
信するように構成されており、かかる常時接続情報に基づいて、コアネットワーク内でＵ
Ｅ用のベアラを設定すべきか否かについて判定するように構成されており、かかるＵＥ用
のベアラを設定すべきであると判定した場合に、かかるＵＥ用のベアラの設定処理を開始
するように構成されていることを要旨とする。
【０１００】
　本実施形態の第３の特徴において、ＵＥは、ＵＥ用のベアラを設定すべきでないと判定
した場合で、かつ、コアネットワーク内でＵＥ用のベアラが既に設定されている場合、か
かるＵＥ用のベアラの解放処理を開始するように構成されていてもよい。
【０１０１】
　本実施形態の第３の特徴において、ＵＥは、常時接続情報に加えて、ＵＥの設定情報、
ＵＥの在圏ネットワークにおける無線状況、ＵＥのホームネットワークのポリシー、ＵＳ
ＩＭに格納されている情報の少なくとも１つに基づいて、コアネットワーク内でＵＥ用の
ベアラを設定すべきか否かについて判定するように構成されていてもよい。
【０１０２】
　本実施形態の第４の特徴は、ＳＧＳＮ/ＭＭＥが、ＵＥから、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑ
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ｕｅｓｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」を受信すると、その旨をＨＳＳ（加入者管理サーバ）に対して通知する工程Ａと
、ＨＳＳが、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容す
るべきか否かについて判定する工程Ｂと、ＨＳＳが、ＳＧＳＮ/ＭＭＥに対して、工程Ｂ
における判定結果を示す常時接続許容情報を送信する工程Ｃと、ＳＧＳＮ/ＭＭＥが、常
時接続許容情報に基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状
態）」を許容するべきか否かについて判定する工程Ｄと、ＳＧＳＮ/ＭＭＥが、ＵＥに対
して、「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ/ＴＡ
　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ」によって、工程Ｄにおける判定結果を示す常時接続情報
を送信する工程Ｅとを有することを要旨とする。
【０１０３】
　本実施形態の第４の特徴において、ＵＥが、受信した常時接続情報に基づいて、コアネ
ットワーク内でＵＥ用のベアラを設定するか否かについて判定する工程と、ＵＥが、かか
るＵＥ用のベアラを設定するべきであると判定した場合に、かかるＵＥ用のベアラの設定
処理を開始する工程とを有してもよい。
【０１０４】
　本実施形態の第４の特徴において、工程Ｄにおいて、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、常時接続許
容情報に加えて、ＵＥの種別、ＵＥの加入者情報、ネットワークの混雑状況、ベアラの接
続先情報、ＵＥに対応するＱｏＳ情報、規制情報、ＵＥの通信実績、ＵＥのホームネット
ワークのポリシー、ＵＥの在圏ネットワークのポリシー、ＬＴＥ方式の無線通信サービス
の提供の有無の少なくとも１つに基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒ
ｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定してもよい。
【０１０５】
　本実施形態の第４の特徴において、工程Ａにおいて、ＳＧＳＮ/ＭＭＥは、上述の情報
に関係なく、全てのＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を
許容するべきか否かについて判定してもよい。
【０１０６】
　本実施形態の第５の特徴は、ＳＧＳＮ/ＭＭＥであって、ＵＥから、「Ａｔｔａｃｈ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」を受信すると、その旨をＨＳＳに対して通知するように構成されており、
ＨＳＳから、ＵＥに対して常時接続状態を許容するべきか否かについての判定結果を示す
常時接続許容情報を受信し、かかる常時接続許容情報に基づいて、ＵＥに対して「常時接
続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定するよう
に構成されており、ＵＥに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」又は「ＲＡ　Ｕｐｄ
ａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ/ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ」によって、ＳＧＳＮ/ＭＭＥ
における判定結果を示す常時接続情報を送信するように構成されていることを要旨とする
。
【０１０７】
　本実施形態の第５の特徴において、常時接続許容情報に加えて、ＵＥの種別、ＵＥの加
入者情報、ネットワークの混雑状況、ベアラの接続先情報、ＵＥに対応するＱｏＳ情報、
規制情報、ＵＥの通信実績、ＵＥのホームネットワークのポリシー、ＵＥの在圏ネットワ
ークのポリシー、ＬＴＥ方式の無線通信サービスの提供の有無の少なくとも１つに基づい
て、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか
否かについて判定するように構成されていてもよい。
【０１０８】
　本実施形態の第５の特徴において、全てのＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒ
ｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定するように構成されていてもよ
い。
【０１０９】
　本実施形態の第６の特徴は、移動通信方法であって、ＨＳＳが、ＵＥに対して「常時接
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変更になった場合、ＳＧＳＮに対して、その旨を示す常時接続許容情報を送信する工程Ａ
と、ＳＧＳＮが、かかる常時接続許容情報に基づいて、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐ
ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべきか否かについて判定する工程Ｂと、ＳＧ
ＳＮが、ＵＥに対して「常時接続状態（Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ状態）」を許容するべ
きでないと判定した場合、コアネットワーク内のＵＥ用のベアラを解放する工程Ｃとを有
することを要旨とする。
【０１１０】
　本実施形態の第６の特徴において、ＳＧＳＮが、ＵＥに対して、「ＤＥＡＣＴＩＶＥ　
ＰＤＰ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＲＥＱＵＥＳＴ（ベアラ切断信号）」によって、工程Ｂにおけ
る判定結果を示す常時接続情報を送信する工程と有してもよい。
【０１１１】
　なお、上述のＵＥ、ｅＮＢ、ＭＭＥ、Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ、ＲＮＣ、ＳＧＳＮ、ＧＧＳＮ
の動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソ
フトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施され
てもよい。
【０１１２】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【０１１３】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、ＵＥ、ｅＮＢ、ＭＭＥ、Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ、ＲＮＣ、ＳＧＳＮ、ＧＧＳＮ
内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコ
ンポーネントとしてＵＥ、ｅＮＢ、ＭＭＥ、Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ、ＲＮＣ、ＳＧＳＮ、ＧＧ
ＳＮ内に設けられていてもよい。
【０１１４】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１１５】
ＵＥ…移動局
ｅＮＢ…無線基地局
ＭＭＥ…移動管理ノード
Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
ＲＮＣ…無線回線制御局
ＳＧＳＮ、ＧＧＳＮ…パケット交換局
ＨＳＳ…加入者管理サーバ
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